
 
 

平成２３年度流山市水道事業報告書 

 

（７）水道事業会計決算の状況 

ア 総括事項 

平成２３年度の水道事業は、平成２２年度に策定した流山市水道事業基本計画(以下「基 

本計画」という。）の「市民への安全な水の安定供給をめざして」を基本方針とし、流山

市水道事業第６次拡張変更計画（以下「第６次拡張計画」という。）に基づいて事業を実

施した。 

特に特筆すべき事項は、平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災に伴い、水道 

水の放射能測定の継続実施及び緊急時に対応するための臨時給水装置の設置等を行い、こ

れらを災害損失経費として支出したことである。 

また、流山市長から「水道料金のあり方について」という諮問を受け、これについて流 

山市水道事業運営審議会において延べ８回にわたり審議し、基本水量制のあり方等につい

て、平成２４年１月２４日に市長に対し答申を行った。 

更に、平成２３年度で終了する現行の財政計画に代わり、今後、４年間の水道事業の経

営状況及び事業の実施計画について、新たな財政計画（計画期間：平成２４年度～平成 

２７年度）を策定した。 

また、つくばエクスプレス沿線整備の進展に伴う急速な人口増加に対応して、給水人口

を平成２８年度目標１６６，５００人から平成３６年度目標１８２，０００人に増加する

「流山市水道事業経営変更届」を、平成２４年１月３１日付けで厚生労働大臣に提出した。 

一方、水道事業を取り巻く環境は、節水意識が定着し、節水機能を有する洗濯機等電化

製品の普及などにより、一人当たりの一日平均給水量は年々減少の傾向にあり、今年度は、

震災の影響等も含めてより一層の節水意識が高揚し、給水量が前年度に比較して減少した。 

今年度の年間給水量は、１７，１３９，４４０立方メートルで、前年度比 

１５４，７０２立方メートル（０．８９パーセント）減となっている。また、年間有収水

量は１５，９０７，４３４立方メートルで、前年度比１４５，２６１立方メートル 

（０．９０パーセント）の減となった。 

運営面においては、検針から料金の収納に至る一連の業務及び浄水場の運転管理業務を

継続して民間委託し、水道利用者の利便性の向上とおおたかの森浄水場での市内４か所の

浄水場を一元的に運転管理し、効率的な運用に努めた。 

  

イ 建設事業 

基本計画及び第６次拡張計画に基づき、既設浄水場更新事業を推進するとともに、導 



 
 

水管の改良や各浄水場の修繕を実施したほか、配水管の改良、拡張工事を実施した。 

既設浄水場更新事業については、平成１９年度から平成２４年度までの６か年継続事業と

して行っている江戸川台浄水場更新事業のうち、平成２３年度から平成２４年度までの期

間で実施する管理棟建築工事及び電気機械設備更新工事に着手した。また、導水管改良に

ついては、東部浄水場系の導水管改良工事１件、延長１７８．０メートルを 

実施し、耐震性の強化を図った。 

一方、配水施設整備事業としては、給水区域の安定給水と水圧を確保するため、配水 

管の口径変更と塩化ビニル管等を地震に強いダクタイル鋳鉄管や水道配水用ポリエチレ

ン管に改良する配水管改良工事１２件、延長７，１０４．０メートルを布設したほか、舗

装本復旧工事３件、面積１５，２４４．０平方メートルを舗装した。また、安定した水供

給及び未給水区域の解消を図るため、配水管拡張工事２件、延長５５４．７メートルを布

設した。更に、つくばエクスプレス沿線整備事業に係る配水管拡張工事として、木地区、

運動公園周辺地区、新市街地地区及び西平井・鰭ヶ崎地区において拡張工事１３件、延長

１０，５９５.７メートルを布設した。 

このほか、名都借、松ヶ丘地先において配水管の機能低下や汚れの発生を防ぐため、 

延長３，１１２．０メートルの管洗浄を行い、配水管の更生を図った。 

既設浄水場の維持修繕については、①江戸川台４号井修復修繕②江戸川台浄水場水位計

修繕等を実施して、飲用水の安定供給を図った。また、平成１８年度から導入した運転管

理、薬品調達管理、設備点検及び小規模修繕等を包括的に民間委託する浄水場運転管理等

業務については、平成２０年度に契約を締結し、平成２５年度までの委託期間で業務を遂

行しており、引き続き安心・安全な水の安定供給を追求しながら、省力化及びコストの縮

減を図った。 

 

ウ 業務の状況 

平成２３年度末の給水人口は１６３，９６７人で、前年度に比べ１，４６５人増加し、 

給水普及率は９８．５６パーセントとなった。 

年間有収水量は１５，９０７，４３４立方メートルとなり、前年度に比べ 

１４５，２６１立方メートルの減となった。 

また、水道料金等の不納欠損金処理は１，０８２件、４，６４５，３１４円で、前年 

度に比べ１，３７４，８１７円の減となった。このほか、給水申込納付金の調定状況につ

いては、１，７３６件、４５５，９６２，５００円、臨時給水については、３４４件、 

９，３３６，３２７円となった。 

 



 
 

エ 経理の状況 

収 益 的 収 入 は 、 ３ ， ５ ３ ８ ， ０ ４ ４ ， ５ ５ ７ 円 で 、 前 年 度 に 比 べ 

５０，９０５，２１３円の減収となった。この主な要因は、給水収益が減少したほか、給

水申込納付金収入が減少したこと等によるものである。 

一方、収益的支出は、３，１６８，０５７，６９３円で、前年度に比べ 

１２１，２３２，６２６円の増加となった。この主な要因は、減価償却費及び資産減耗費

が増加したほか、支払消費税及び地方消費税が増加したこと等によるものである。 

このような状況の中、平成２３年度の損益は、税抜きによる収益的収入が 

３，３７１，０３３，７８７円、収益的支出が３，０３２，７４６，６１７円であること

から、差引３３８，２８７，１７０円の純利益を計上することができた。 

資本的収入は、３１５，１８１，３５５円で、前年度に比べ１９８，７３９，３８５ 

円の減収となった。その主な要因は、企業債及び工事負担金が減額となったことによるも

のである。 

この資本的収入のうち、工事負担金２７６，４８０，５００円は、資本的支出のつくば 

エクスプレス沿線整備事業費に充てるため、独立行政法人都市再生機構、千葉県及び流山

市の各区画整理施行者との協定に基づき納付されたものである。 

一方、資本的支出は、１，３４７，０３８，５００円で、前年度に比べ 

６４８，８５２，３４６円の減額となった。その主な要因は、前年度において江戸川台浄

水場配水池の完成により支出額が多額であったことから、建設改良費が大幅に減額となっ

たことによるものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

オ 議会議決事項 

議 案 

番 号 
件            名 提出年月日 議決年月日 

議  案 

第６２号 

平成２３年度流山市水道事業会計補正予算 

（第１号） 
H23. 9. 1 H23.10. 3 

議  案 

第６５号 

平成２２年度流山市水道事業会計決算認定 

について 
H23. 9. 1 H23.10. 3 

議  案 

第１０２号 

平成２３年度流山市水道事業会計補正予算 

（第２号） 
H23.11.24 H23.11.24 

議  案 

第１０３号 

平成２３年度流山市水道事業会計補正予算 

（第３号） 
H23.11.24 H23.12.16 

議  案 

第１０４号 

流山市水道事業の設置等に関する条例の一部を 

改正する条例の制定について 
H23.11.24 H23.12.16 

議  案 

第２３号 
平成２４年度流山市水道事業会計予算 H24. 2.16 H24. 3.21 

議  案 

第２４号 

平成２３年度流山市水道事業会計補正予算 

（第４号） 
H24. 2.16 H24. 3.21 

議  案 

第３０号 

流山市水道事業の設置等に関する条例の一部を 

Ｓ改正する条例の制定について 
H24. 2.16 H24. 3.21 

 

カ 職員に関する事項（水道事業管理者を除く） 

職   種 
平成２４年３月３１日 

現在の職員数（人） 

平成２３年３月３１日 

現在の職員数（人） 

増減 

（人） 

事 務 職 員 １５ １４ １  

技 術 職 員 １０ １２ △ ２  

合 計 ２５ ２６ △ １  

 


